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いわゆる逆出向制度のジレンマとその解決にむけて
        一ある大手電求莱?ﾐの事例を通して一

 有村 貞 則

Sadanori ARIMURA

1 はじめに

 日本企業のグローバル化に関して長年，問題と

されてきたのがヒトの現地化の遅れである。日本

企業は，いつまでたっても海外子会社の上級経営

管理職に現地国の人材を登用せず，日本人ばかり

を派遣している。そのため優秀な人材が募集して

こない。採用できたとしても二流以下の人材ばか

り。モチベーションは低く，離職率も高い。かと

いって日本人派遣者の管理や処遇も「パッチワー

ク型人事」(園田，2001)と称されるように極め

て場当たり的な対応にとどまっており，海外勤務

忌避傾向が日本人社員の間で生じている。このよ

うな状況は当然，個々の海外子会社の経営や業績

に悪影響を及ぼす可能性がある。さらには，ます

ます加速する日本企業のグローバルな事業展開に

適切な人材の供給が間に合わず，グローバル戦略

や戦術の実行面でも支障をきたす恐れがある。

 では，どのようにすればヒトの現地化の遅れを

解消することができるのであろうか。本論文では，

この解決策として，いわゆる逆出向制度に着目し

たい。逆出向制度とは，(本国親会社の人材を海

外子会社に派遣するのではなく)海外子会社で採

用した人材を本国親会社に出向させる制度のこと

である。これ自体は，1980年代半ばぐらいから日

本企業のヒトの現地化を促すツールのひとつとし

て注目されるようになった。しかし，実際にはこ

の制度を導入している日本企業は，当初期待され

たほどには増えていないこともあって，実態面で

も研究面でもあまり進展はみられない。

 そこで本論文では，この進展に少しでも寄与す

べく，次のように逆出向制度の考氏翌�iめたい。

まずは逆出向制度に関する先行研究のレビューを

行う。次いで日本企業のヒトの現地化が進まない

原因として，これまで指摘されてきたものを簡潔

に振り返りながら，なぜこの問題解決のために逆

出向制度に着目するのか，その理由を述べる。最

後にある大手電求莱?ﾐの事例を通して，逆出向制

度の実態に迫る。

 なお，本論に入る前に逆出向制度という言葉に

ついて少し補足しておきたい。海外子会社で採用

した人材を本国親会社に出向させる制度のことを

学術研究の世界では，逆出向制度と呼ぶことが多

いが，これは上述の通り，本国人(もしくは日本

人)の海外派遣とは逆の動きであるという意味か

ら，このような表現となっている。しかし，本稿

で紹介する会社の調査過程において，本国親会社

の視点からすれば「逆」の動きであっても，海外

子会社の側やグローバルな視点にたてば「逆」と

いう表現に違和感を覚えるとの指摘を受けた。実

際この会社においては「逆出向制度」ではなく「海

外連結会社で採用した社員の日本勤務制度」もし

くは簡潔に「日本勤務制度」と呼んでいた。著者

も，この意見は正しいし，尊重すべきであると思

う。よって，第2節と第3節および結論において

は，これまでの学術研究上の慣用にならい逆出向

制度という言葉を用いるが，第4節の事例研究で

は，一部を除き「日本勤務制度」と表現する。
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n 先行研究

 逆出向制度に関する研究は，国際人事制度の確

立，日本本社の国際化(内なる国際化)，グロー

バル人材活用といった主題となる研究テーマのな

かで部分的に同制度に言及しているタイプが多

い。以下では，これらを含めて日本の代表的な先

行研究を振り返る。

 安室(1988)は，まずは日本企業が国際的な人

事制度を確立していく過程での基本的課題を次の

ように整理した。第1段階は，日本企業の経営と

生産技術を海外移転させるために優秀な国際要員

を育成し，その家族を含めた様々な支援活動を組

織化すること。第2段階は，海外経営の主体を現

地スタッフに委譲するとともに，彼ら・彼女らを

支援する国際的なマネジメント・システムを形成

すること。最後に現地人幹部を日本本社において

起用し，戦略立案に参加させること。その上で安

室は，この3つの基本的課題のなかで逆出向制度

がはたしうる2つの求濫¥/役割を示した。ひとつ

は，第2段階の課題である海外経営の主体を現地

スタッフに委譲する，つまりヒトの現地化にかか

わる。ヒトの現地化を実現し，かつ現地化後の事

業運営に支障をきたさないためには，現地スタッ

フの育成が必要であるが，これには少なくとも次

の2段構えの対応を準備しておかなければならな

い。まずは日本人派遣者が中心となって行う現場

レベル(各海外子会社ないし地域統括本社)での

育成。次いで日本本社が行う上級の訓練プログラ

ム。逆出向制度は，この日本本社が行う上級の訓

練プログラムのひとつとして利用することができ

よう。

 もうひとつの求濫¥/役割は，第3段階の課題で

ある日本本社における現地人幹部の登用と戦略立

案への参加に関係する。これを実現するために

は，前提条件として日本本社の国際化(内なる国

際化)が相当進んでいる必要がある。逆出向制度

は，この内なる国際化Dを促す。具体例として安

室は，日本電気株式会社が1986年末より逆出向制

度2)を発足させ，しかも逆出向社員と日本人社員

の会話を原則として英語としていたことを紹介し

ている。

 石田(1994)は，日本企業の海外進出が国際化

の段階からグローバル化の段階へと移行しつつあ

ると指摘した上で逆出向制度に着目した。国際化

の段階における日本企業の経営資源の国際移動

は，日本本社から各海外子会社に放射状に流れて

いく「ホイール型」であったが，グローバル化の

段階では，日本本社と海外子会社間さらには海外

子会社どうしを含めて，多極的・相互的に経営資

源が国際移動していく「ネットワーク型」へと変

貌する。この変化は当然，人的資源の国際移動に

も現われ，以前は日本人が海外派遣されるだけで

あったが，グローバル化の段階では，現地人幹部

が逆出向制度のもと日本本社に長期に赴任する

ケースが増える。また逆出向制度は，現地人幹部

にとって日本本社の経営戦略と企業文化を身に付

ける絶好の求莱?ﾅもある。そしてこの習得が「信

1)内なる国際化の必要性を主張してきた吉原は，1996年の著作のなかでこれを次のように定義している。「日本の親会社の

 意志決定の過程に外国人が参加していること，あるいは外国人が参加できる状態にあること」(吉原，1996，p10)。しか

 しこの定義は，吉原自身の研究の進展過程において，より厳密あるいは狭義に内なる国際化を定義したものであり，初

 期の頃は，日本の本社や事業部が国内志向であること，それを助長する国内事業と海外事業を分離した組織構造(非グロー

 バル構造)，役員のなかに常勤の外国人や海外出向経験者は少なく，外国人と英語でコミュニケーションできる能力も不

 足していることなど，様々な面で日本の親会社の国際化が遅れている状態，これを解消することを内なる国際化と提示

 していた(吉原，1989)。他の論者も後者のような意味合いで「内なる国際化」という言葉を使うことが多く，本稿でも

 必ずしも「日本の親会社の意志決定の過程に外国人が参加していること，あるいは外国人が参加できる状態にあること」

 には限定していない。

2)原文では「逆駐在員制度」となっているが，ここでは逆出向制度と表現することにした。
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三できる人材は日本人だけだ」(p. 4)といった日

本本社の考え方や「現地の幹部は視野がせまく現

地子会社の利害しか考えない」(p. 4)といった日

本人派遣者のコメントを覆すきっかけになるかも

しれない。この求濫¥/役割は，安室が指摘した内

なる国際化の促進と判断しても差し支えないだろ

う。

 ヒトの現地化は，海外子会社の経営管理職に現

地国の人材を登用し，彼ら・彼女らに経営の主導

権を与えていくことであるが，この先の展望とし

ては，海外子会社の現地人経営管理者がいわゆる

第三国籍人として他の海外子会社に赴任したり，

人の会長兼CEOとして迎えたように日本本社の

役員に正式に就任したりすることが望まれる。そ

して，このような状態に到達すれば本国人，現

地国籍人，第三国籍人が一体となってグローバル

な事業展開とその運営を支えていることになり，

国際経営論の領域においては，(海外派遣が本国

人だけに偏っていない点に着目して)これこそが

国籍にとらわれない能力による人材の活用/登用

と判断する。

 近年では，こうした国籍にとらわれない能力に

よる人材の活用/登用の必要性が日本国内におい

てもますます強く主張されるようになっている。

その代表が白木(1994，1995)であり，彼は，国

籍ではなく能力によって選ばれたグローバル事業

を支えるための基幹人材とその候補者を「国際人

材」と呼んだ。そして，この国際人材を日本企業

が現地国籍人のなかから育成していくためには，

日本本社や事業所で行うOJT，すなわち逆出向制

度と日本国内で行うOff-JT形式でのマネジメント

研修の二つが中心になると指摘した。白木は，こ

の例として富士通，日本電気，パナソニック(松

下電器産業)の逆出向制度を簡単に紹介している。

 また白木(2006)は，最近「多国籍内部労働市

場」という概念を打ち出している。これは「親会

社からの，時には国外兄弟会社からの派遣者と，

海外子会社における当該派遣者と一緒に働き，ま

た親会社または国外兄弟会社に派遣される可能性

のある人たち」(p. 28)から形成される多国籍企

業の内部労働市場のひとつで，他の内部労働市場，

例えば所属する海外子会社内でキャリアを終える

現地国籍人から形成される内部労働市場，海外子

会社において正社員以外の雇用形態で働く現地国

籍人から形成される内部労働市場などとは区別さ

れうるものである。やや難しい表現となっている

が，本稿におけるこれまでの議論に照らすと1990

年代半ばに白木が提唱した国際人材，すなわち国

籍ではなく能力によって選ばれたグローバル事業

を支えるための基幹人材とその候補者から形成さ

れる多国籍企業の内部労働市場がこの「多国籍内

部労働市場」に該当するといえよう。そして白木

は，内部労働市場論に依拠しながら，この「多国

籍内部労働市場」も〟雷Z能・知識の企業特殊性，

②仕事を通じての訓練(OJT)，③習慣の3つに

よって形成されるとし，海外現地磨乱lスタッフの

本国親会社への派遣・研修は，②の仕事を通じて

の訓練(OJT)の一形態にほかならないと指摘し

た(p. 3)。既述の通り，白木は以前，逆出向制度

を日本本社や事業所で行うOJTと位置付けていた

ので，彼の今の言葉で表現すれば，逆出向制度の

求濫¥/役割は「多国籍内部労働市場」形成への寄

与となるのかもしれない。

 なお「多国籍内部労働市場」においては，本国

人，現地国籍人，第三国二人が一体となってグロー

バルな事業展開とその運営を支えていることが望

ましいが，白木は，実際には日本企業の「多国籍

内部労働市場」は，欧米企業のそれに比べると依

然，本国人すなわち日本人の海外派遣ばかりが目
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立ち3)，かつ海外子会社内においても日本人がい

まだ経営の主導権を握る傾向が強いことも自らの

実態調査を通して明らかにしている4)。

 古沢(2008)によれば，ヒトの現地化はあくま

でも通過点にすぎない。現代の多国籍企業にとっ

て競争優位を左右する要は，いかにしてイノベー

ションをグローバルなレベルで創造し，移転し，

活用していくかである。そして，そのためには「規

範的統合」と「制度的統合」の双方によって，基

幹人材の「国境を越えた協働」を促していく必要

がある。その上で古沢は，前者の「規範的統合」

すなわち世界主義的な経営理念(コア文化)を多

国籍企業のグループ全体で共有化していくための

ツールとして逆出向制度が役立つことを強調し

た(p. 105)。また後者の「制度的統合」は，人事

制度がグローバルに統合された状態を指している

が，そのなかには当然，人材育成の側面も含まれ

る。そして，このグローバルに統合された人材育

成制度のもと，OJT形式の育成を実施する際の重

要となる手段が「国境や事業の枠を越えた人事異

動」(p. 140)である。この「国境や事業の枠を越

えた人事異動」の例として古沢は，グローバル・

キャリア・パス計画やグローバル社内公募制度な

どをあげているが，逆出向制度がこれらの制度的

受け皿として利用されうることは十分にありうる

だろう。

 なお，白木と同じように古沢も，実際には日本

企業の「規範的統合」と「制度的統合」は，欧米

企業に比べると弱く，そのためにイノベーション

をグローバルに創造・移転・活用することができ

ていないことを自らの調査を通して明らかにして

3)とりわけ現地国籍人を第三国籍人として活かす例が極端に少ないことに注目して，

 籍企業」の性格が非常に強いと指摘している(白木，2007，p. 271)。

4)ただし白木は，海外子会社において大卒の現地人材が多くなるほど，

 転ずる必要があり，そのために日本人派遣者の比率が高くなる傾向がある。また，そうした海外子会社の方が売上経常

 利益率が高い傾向が見出されたことから，必ずしも日本人が海外子会社の主導権を握ることに対して否定的な立場をとつ

 ていないようである。詳しくは，白木(2007，pp. 269-270)を参照されたい。

5)内なる国際化の定義に関しては，脚注1を参照されたい。

いる。

 吉原(1979)は，早い時期から日本企業の海外

子会社を現地調査し，ヒトの現地化が遅れている

原因とその解決策を模索してきた。そして近年で

は，英語の使用を含めて日本本社の国際化(内な

る国際化)5)にその有効解を見出そうとしてきた

(吉原，1989，1996，2001)。したがって吉原が内

なる国際化の促進手段のひとつとして，あるいは

その状態を測定する尺度のひとつとして逆出向制

度に着目しても不思議ではないが，これまで紹介

してきた論者とは異なり，同制度が日本企業に導

入されていくことに対して非常に慎重な態度を

とっている。これは，彼自身が1992年末から1993

年初めにかけて行ったアンケート調査結果をもと

にしている(吉原，1996，pp. 121-123)。それによ

れば，海外子会社を1社以上保有する東証一部上

場の日本企業396社のなかで逆出向制度を有する

会社はわずか17％(66社)，逆出向者数も1社あ

たり平均11人にすぎなかった。さらに導入済み企

業においては，今後逆出向制度を「拡大」してい

くと答えたところが51％にのぼったものの，未導

入の企業においては，今後も逆出向制度を導入す

る「計画はない」と回答したところが68％にも達

した。このことから吉原は「逆出向制度が近い将

来に急速に普及していくと考えることはむずかし

い。逆出向制度は現在と同様に少数の企業によっ

て実施されるにとどまるだろう」(p. 123)と予測

した。

 中村(2005a，2005b)も同じような結果を見

出している。まず中村は，ヒトの現地化の新しい

認識枠組みを提示する。1980年代までは，ヒトの

        白木は，日本の多国籍企業は「二国

   より高度な製品・技術・サービス等を日本から移
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現地化とは，海外子会社の経営管理職に現地国の

人材を登用することであり，よってその解決策も

海外子会社レベルで実施するという議論が中心で

あった。しかし90年代以降は，海外子会社レベル

での登用はもちろん，本国親会社や他の海外子会

社においても現地国の人材を活用/登用する必要

性が生じており，この新しいヒトの現地化課題の

もとでは，本国親会社の人的資源管理施策，例え

ば，本国人を対象とした国際人材の育成(国際人

材育成の充実)，現地国籍人を対象とした国際人

材の育成(国際人材育成の拡大)，こうした国際

人材をグローバルに活用する諸制度世界共通の

人事制度が極めて重要になる。中村は，このよう

にヒトの現地化を海外子会社レベルだけでなく，

本国親会社や他の海外子会社においても現地国の

人材を活用/登用することという拡大解釈を行っ

た上で，電子・電気求頼B産業に属する日本の多国

籍企業7社におけるヒトの現地化の達成状況と本

国親会社の人的資源管理施策との関連性を調査し

た。この調査のなかで逆出向制度は，本国親会社

の人的資源管理施策のひとつ，日本本社にいる逆

出向者と第三国籍人の数の経時的変化(1995年か

ら2003年にかけての変化)は，拡大型ヒトの現地

化の達成状況を示す変数のひとつとして用いられ

ている。

 その結果，逆出向が正式に制度化されている企

業(図表1のA社，B社， C社)においては，逆

出向者や第三国籍人の数が増大もしくはほぼ維持

されていたが，そうでない企業(D社，E社， F

社，G社)においては0人のままか，若干増えた

だけであった。「逆出向制度は現在と同様に少数

の企業によって実施されるにとどまるだろう」と

いう90年代初めの吉原の指摘が2000年代に入って

も続いている傾向が，この中村の調査結果からう

かがえる。

 なお，中村の場合，逆出向制度の求濫¥/役割は，

概念的には上述の新しい認識枠組みのもとでのヒ

トの現地化促進に寄与することとなるが，直接的

には逆出向者や第三国籍人の数を増やすという，

やや当然ともいえなくはない求濫¥/役割となる。

しかも逆出向を制度化するか否かは，ひとえに本

国親会社の国際志向性(世界志向，現地志向，本

国志向)次第である。したがって本稿で議論して

いる，かつ中村が古いタイプのものとした海外子

会社レベルに限定した上でのヒトの現地化という

課題に対して，逆出向制度がどのような求濫¥/役

割をはたすのかという点に関しては，必ずしも明

確ではない。むしろ現地志向型の国際志向で，逆

出向を制度化していない企業においても海外子会

社レベルでのヒトの現地化は進む傾向があったこ

図表1 逆出向者と第三国籍人の経時的変化
(単位:人)

A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社

逆出向者数 0 約10 約30 0 0 0 0

第三国人数 0 約1～2 0 0 0 0 0

合計 0 約11～12 約30 0 0 0 0

逆出向者数 2 約15～20 約4～5 0 0 0 0
03
＠年 第三国人数 48 0 約15～20 1 3 0 約4

合計 50 約15～20 約19～25 1 3 0 約4

変化 ＋50 ＋4～9 一5～11 ＋1 ＋1 変化無し ＋4

出所:中村(2005b)p. 81。
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とから，この点に対する逆出向制度の求濫¥/役割

に関しては，あまり積極的な意義を見出していな

いのかもしれない。

 以上の先行研究は，すべて主題となる研究テー

マのなかで部分的に逆出向制度に言及していた。

そして，そのほとんどは，逆出向制度の求濫¥/役

割と日本企業における同制度の実施状況の2点に

議論が集中していた。他方で根本(1999)は，逆

出向制度をメインテーマとした論文を発表してい

る数少ない日本人研究者であるが，論点はこれま

でとほぼ同じである。

 まず根本は，本国親会社に移転・異動となる現

地国籍人や第三国籍人をトレーニーとインパト

リエイトの2つに大別している。トレーニーと

は，研修を目的に比較的短い期間で本国親会社に

送り込まれる人材である。それに対してインパト

リエイトは，逆出向者に該当し，それを根本は次

のように定義している。「ここでのインパトリエ

イトは本人の本社での研修の目的も含まれてはい

るが，本社や本社メンバーへの影響，相互学習や

共同プロジェクトにおける共創(Collaboration)

を目的として本社へ派遣，配置される者」(p. 2)。

「lnpatriatesは職務の一部を担う出向者であり，

本社のメンバーとの相互交流，共同プロジェクト

の遂行，そうした共同作業を通じての相互影響，

相互学習，共創が目的でもあり，重要な要件であ

る■(p. 9)。なお，このインパトリエイトは，本

国人の海外派遣をエクスパトリエイトと呼ぶこ

とに対比させて，米国のHarvey教授等(Harvey

and Buck ley，1997)が使用した言葉である6)。

 次に根本は，日本企業と在日外資系企業におけ

るトレーニー制度(図表2の本社研修に該当)と

逆出向制度の実施状況を比較調査している。その

結果，日本企業は，トレーニー制度だけでなく逆

出向制度も実施率が低かった(図表2参照)。た

だし，逆出向者の1社あたり平均人数は，日本企

業11. 1人に対して外資系企業4人と日本企業の方

が多かった。

 さらに根本は，日本企業6社，外資系企業6社

の個別調査をもとにトレーニーとインパトリエイ

トを図表3のように類型化した。それが示す通

り，トレーニーは海外子会社立ち上げ時の要員研

修，管理者研修，技術者研修を目的に比較的短い

期間(半年を超えるケースもあるが通常は数ヶ月

ないし数週間)で本国親会社に送り込まれる人材

であり，比較的人数は多く，幅広い階層や職種に

図表2 トレーニー制度と逆出向制度の実施比較

本社研修 逆出向

1995年調査

＠ (通産省)

日本企業(1403社) 43. 8％ ｝

外資企業(1131社) 60. 4％ 『

1992年調査

＠ (根本ゼミ)

日本企業(79社) 40. 4％ 15. 0％(11. 1人)

外資企業(75社) 73. 0％ 60. 0％(4. 0人)

出所:根本(1999)p. 7。

6)ちなみにHarvey and Buckley(1997)は，「現地国籍や第三国籍のマネジャーを多国籍企業の本国/国内市場に半永久的

 (semipermanent basis)に移転させるプロセス」(p. 36)を「インパトリエーション」と定義し，その対象となる人材を

 「インパトリエイト・マネジャー」と呼んでいる。彼らによれば，この「インパトリエーション」や「インパトリエイト・

 マネジャー」は，自国市場で培ったアメリカ多国籍企業のコアコンビタンスを海外市場でも通用するようなグローバル・

 コアコンビタンスへと強化・拡大させるためのより強力な武器/ツール(本国人派遣者の活用よりも)となる。また，

 そのために必要性なプロセス，例えば，インパトリエイト・マネジャーと本国人マネジャーの双方から構成されるマネ

 ジメント・チーム結成の際の注意点tインパトリエイト・マネジャーの選抜や評価・訓練家族の問題などについて考

 氏翌ｵている。
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図表3 トレーーニーとインパトリエイトの類型

子会社の立ち上げ

v員研修

子会社の管理者，

Z術者研修

顧客対応(営業，

Tービス要員)

子会社の経営者，

ﾇ理者のCDP
共同プロジェクト

階層，職種 広い 広い 狭い 狭い 広い

人数 多' 中 少 少 少

出向期間 中 短 長 長 長

地位 Trainee Trainee Inpatriate Inpatriate Inpatriate

出所:根本(1999)p. 9。

わたる傾向がある。それに対してインパトリエイ

トの場合は顧客対応，海外子会社の経営管理者の

キャリア開発計画(CDP)の一環，共同プロジェ

クトの推進(ノウハウの逆移転も含む)の3つが

主な出向目的である。人数は相対的に少ないが，

滞在期間は長期に及ぶ。階層および職種は，顧客

対応とキャリア開発計画の一環を目的とした場合

は限られるが，共同プロジェクト推進の場合は広

範囲に及ぶ傾向がある。

 また根本は，実際には日本企業の逆出向制度は，

若手を中心に数年間日本本社で経験を積ませ，そ

の後出身国の子会社へ帰任させるという「海外子

会社のスタッフ，管理者の養成を主目的とした

Inpatriates制度」(pp. 5-6)が中心であるのに対し

て，外資系企業の場合は「管理者，エグザクティ

ブのCDPや共同プロジェクトのための逆出向」

(p. 7)が基本で，しかもこうしたグローバル人材

活用を促すためのインフラ，例えばグロ」バルな

社内公募制や人事データベース，世界共通の職務

グレード制度などが既に整備されているとも指摘

している。

 日本企業に多いとされる若手を中心とした「海

外子会社のスタッフ，管理者の養成」を目的とし

た逆出向制度は，外資系企業の同制度に多い「管

理者，エグザクティブのCDP」(図表3の「子会

社の経営者，管理者のCDP」に該当)の一形態

に含めてもよいと著者は思っている。しかし，根

本は，既に管理者やエグザクティブになっている

人材の場合は，上述のインパトリエイトの定義で

示された本国人との間の相互作用や相互学習，共

創などを期待できるが，まだ管理者になっていな

い可能性の高い若手だと，トレーニー制度と同様

に海外子会社メンバーの一方的な育成や開発，学

習にとどまる可能性が高いと判断して，どうも一

線を画しているようである。

皿 逆出向制度とヒトの現地化

 先行研究を振り返ると1990年代初め頃までは，

海外子会社レベルでのヒトの現地化を促すツール

として逆出向制度が着目されていたが，近年では

白木や中村，根本に典型的なように他の海外子会

社や本国親会社においても現地国の人材を活かす

というグローバル人材活用論が主流となってきた

ために，かえって逆出向制度と海外子会社レベル

におけるヒトの現地化促進との関連性は，弱く

なってきているところがある。しかし，依然とし

て日本企業の海外子会社においてヒトの現地化が

なかなか進まない状況のなか，現地国の人材を他

の海外子会社や本国親会社においても活かすとい

うグローバル人材活用論を掲げてもはたして意味

があるのかどうか，疑問に感じる部分もある。例

えば，グローバル人材活用論は，海外子会社レベ

ルでのヒトの現地化を言葉の上では射程に入れて
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いるかもしれないが，実質的には現地国の人材，

しかも既に経営管理者になっていることを暗に想

定した上で，彼ら・彼女らを他の海外子会社や本

国親会社においても活かさなければならないと主

張するところに力点を置いている。これは，海外

子会社レベルでのヒトの現地化が進んだ欧米企業

にとっては，意味のある議論かもしれないが，い

まだこれさえ十分に実現できていない日本企業に

とっては，時期尚早のような気もする。

 そこで本稿では，従来通り海外子会社レベルで

のヒトの現地化に限定して逆出向制度に注目して

いきたいが，ではなぜ逆出向制度なのか。そのた

めには日本企業のヒトの現地化が進まない原因と

して，これまで指摘されてきたものを簡単に振り

返っておく必要がある。

 戦後，日本企業の海外直接投資が本格化し始め

た1970年代前半頃7)までは，受け入れ国における

優秀な管理者や！ki督者の不足，海外子会社の歴史

の浅さや規模の小ささなど，日本企業だけに関係

しているとはいえない要素が，日本企業のヒトの

現地化の遅れの原因として推測されることもあっ

た。しかし，同時にこの頃から，やはり何らかの

日本企業や日本人に関連した日本的要素が主たる

要因であると主張されるようになる。例えば，吉

原(1979，pp. 19-22)は，当時行った現地実態調

査をもとに「日本語の特殊性」と「日本的な経営

管理の性格」，とりわけ集団主義，現場との接触

重視，管理のマニュアルの未発達に日本企業のヒ

トの現地化がなかなか進まない基本的要因がある

と指摘した。石田(1985，pp83-87)も当時の現

地実態調査をもとに海外子会社における日本的な

人事管理と組織のあり方8)に主たる阻害要因を求

めた。それから少し後，安室(1981，1982)はホー

ルの考えをもとに日本とアメリカの経営システム

の違いをコンテクスト9＞の高低で統一的に説明す

るとともに，低コンテクスト体系を特徴するアメ

リカの経営システムでは，公式的な組織構造を軸

とした海外事業の管理形態(間接的管理もしくは

統制)，高コンテクスト体系を特徴する日本の経

営システムでは，派遣管理者を軸とした海外事業

の管理形態(直接的管理もしくは統制)に従うと

の命題を提示し，日本企業のヒトの現地化が進ま

ない基本原理を明らかにした。

 こうして1980年代に入ると日本的経営がヒトの

現地化の遅れの主犯格であるとの考え方がほぼ定

説のように固まっていくが，この問題解決のため

に日本的経営をどの程度まで，あるいはどの範囲

まで変化させるべきか(現地適応)という点に関

しては，必ずしも統一的な見解は形成されなかっ

た。なぜなら，この頃になると，かつての日本的

経営に対するネガティブな評価例えば，欧米の

経営よりも「劣っている」/「遅れている」あるい

は「日本特殊的」などが，ポジティブなものへと

逆転するとともに，日本的経営が日本企業の競争

優位の源泉でもあるとの見方が強く支持されるよ

うになったためである。例えば，上述の吉原や石

田でさえも日本的経営を全面的に変化させるべ

きであるとの立場はとらなかった。吉原(1989，

7)戦後，日本企業の海外直接投資は1951年から始まったが，1971年までは年間10億ドル未満で推移していた。しかし1972

 年には約23億ドルと大幅に増大し，当時は「海外投資元年」とも呼ばれた(池本，1981，p42)。

8)具体的には，一流の人材を採用できていないこと，年功序列による緩やかな昇進・昇給，OJTに偏った教育訓練曖昧

 な職務区分による弾力的な組織運営の4点である。なお，最初の「一流の人材を採用できていないこと」に関しては，

 必ずしも日本的な要素だけによるものではない。海外進出の歴史が浅いために一流の人材を惹きつけられるほどのステー

 タスを日本企業が受け入れ国で確立できていなこと，外国資本全般に対するネガティブなイメージも，この原因の一部

 であるが，他方で石田は，日本企業は欧米企業に比べるとマネジャーの給与水準が低いこと，日本人経営者は「でき上がっ

 た人間⊥「わたり歩くマネジャー」，「実務をなにも知らないのにすぐに地位・個室・秘書などを要求する一流大学卒⊥「能

 力以上に売り込む連中」(石田，1985，p. 84)などを好まない点が影響していると指摘している。

9)安室(1981，p. 122:1982， p. 132)によれば，このコンテクストとは「人間同志の関係付けのあり方⊥「人と人とが相互

 にかかわりあう程度」といった意味合いである。
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pp. 182-187)は，従業員主義やリトル・ベーシッ

クス10)といった日本的経営の原理を維持したま

ま，そのもとで各国の環境に合わせて具体的な

制度を作り出していくべきであるとする「日本

的経営の創造的適応」を提唱した。石田(1985，

pp. 164-174)は，日本型雇用システムの構成要素

のうち，集団主義能力平等主義，非公式で弾力

的な組織企業内組合の海外移転は困難であるが，

人間主義的アプローチ，階層的平等主義，仕事の

なわばりの排除，経営参加，雇用保障は海外でも

受け入れられる可能性があるとし，この考えを反

映させた異文化でも通用する「修正日本型ヒュー

マン・リソース・マネジメント」(p. 245)を提唱

した。そして，日本的経営の海外移転に関する研

究を調査のフレームワークおよび実証面で高度に

精緻化させたのが安保(1991，'1994)を代表とす

る研究グループである。なお，後に白木(2006，

pp. 15-19)は，この当時の議論を振り返って「導

入積極派」，「導入消極派」，「折中派」の3つの学

派に大別している。

 ヒトの現地化のために，どの程度まで日本的経

営を変化させるべきかという点に関して明確な合

意形成が得られないまま，次第に価値観や認識

考え方などといった「見えにくい部分」，しかも

現地国の人材と日本人経営者の各々にある価値観

や認識考え方などにヒトの現地化の阻害原因を

求める考え方が強くなっていく。

 まず現地国人材の問題として，以前は途上国の

人材に典型的な管理能力や実務能力の不足，現地

の一流の人材ほど日本的経営を嫌うことがよく指

摘された。そのために日本企業はヒトの現地化を

実現できない。この場合，いずれも日本企業側の

対応が求められた。前者に関しては，例えば日本

への派遣研修，後者の典型が日本的経営の現地適

応であった。しかし，90年代に入ると現地国の人

材にも日本企業のコーポレ・一一一・トカルチャーや経営

方針，経営戦略などの理解を求める声が次第に強

くなっていく。例えば，吉原(1989，pp. 81-86)は，

海外子会社の社長には〟欄坙{理解②能力と人柄，

③長期勤務の3つの条件を兼ね備えた人材を登用

すべきであると主張したが，その主な理由は，こ

れらが日本企業の経営哲学や経営方針，経営戦略

などを現地国の人材が理解するための基礎となる

からである。しかも〟翌ﾌ「日本理解」には，80年

代の論争の的であった日本的経営への興味や理解

だけでなく，日本という国や日本社会・日本人に

対する尊敬の念，日本人と付き合うことができる

ことも含まれている。

 こうした背景には，ミドルまでの現地化はほぼ

達成できたこと(吉原，1989，p. 6，1996， p. 5)，

前節で紹介したグローバル人材活用の必要性，日

本企業もワールドクラス・カンパニーにならなけ

ればならないといった問題提起(安室，1992)，

さらには90年代以降米国を筆頭に日本的経営を導

入する動きが高まるなか，日本国内では日本的経

営の崩壊が始まるといった日本的経営を巡る混乱

などがあったのかもしれない。しかし，いずれせ

よ日本企業側の対応ばかりでなく，現地国の人材

の側にも何らかの価値観や認識考え方などの変

化を求める声が80年代以前に比べると明らかに強

くなってきた。

 日本人経営者側の問題は，内なる国際化の研究

を推し進めてきた吉原(1996)によって明らかに

された。海外子会社を1社以上保有する東証一部

10)リトル・ベーシックスとは，日本的経営の次の3つの特徴を同時に表わす言葉として吉原(1989)が使った言葉である。

 アメリカ企業のエリート主義的な経営とは異なり，日本企業においては，経営管理者，技術者，専門家と現場作業員が

 一体となって企業の経営にコミットメントしているという「大衆主義」で，一般にボトムアップ経営や参加的経営，全

 員経営と呼ばれるもの。そして，アメリカ企業の戦略志向に対して日本企業では，現場作業員が日常の仕事を確実に遂

 行し，かつその仕事を継続的に改善していくことを重視するという「基本志向」と「漸進主義」(小さな改善の積重ね)(吉

 原，1989，pp. 179-180)。
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上場の日本企業422社(回答ベース)に対して，

海外子会社の社長として日本人がいいのか，それ

とも現地の人材がいいのかを尋ねたところ「社長

として適任であるかどうかが重要であり，日本

人か現地人かは重要でない」とする意見が59％，

はっきりと「日本人のほうがよい」とした意見は

25％，逆に「現地人のほうがよい」とした意見は

わずか11％のみであった。さらに現地の人材を社

長にしても海外子会社の業績は良くなるわけでも

悪くなるわけでもない。むしろ「日本の親会社と

の関係がうまくいかない」(28％)，「日本人出向

社員との関係に問題が生じる」(35％)，「日本の

親会社の方針や戦略にしたがわないことがある」

(48％)といった点を懸念する意見が多かった11)。

換言すれば，ヒトの現地化のためには日本的経営

の現地適応が必要であるが，これを実施したなら

ば日本企業の優位性が失われることになるかもし

れないといった80年代の学者を中心とした議論を

虚しく響かせるほど，日本本社の日本人経営者は

社長レベルまでの現地化にはこだわっていない，

場合によっては問題意識すら持っていないかもし

れないことをこの調査結果は示していよう。実際，

吉原もこれらの結果を受けて「海外子会社の社長

の現地化がこれから速いテンポですすんでいくと

は考えにくい。むしろ，多くの海外子会社の社長

は日本人であるという現在の状況が今後もつづく

と考えることができる」(P. 32)と指摘した12)。

 吉原が明らかにした日本人経営者の意見，特に

「社長として適任であるかどうかが重要であり，

日本人か現地人かは重要でない」とする意見には，

一方で欧米企業のヒトの現地化は進んでいること

を考え合わせると，安室の(1992，pp146-149)

のいう「暗黙のマネジメント」の存在や影響が感

じられてならない。この「暗黙のマネジメント」

とは，各国の管理者が共有している「よいマネジ

メントとはこうあるべきだ」という言葉や理屈で

は補足しがたい知識体系のことで，自国文化の影

響を受けている。これを変化させることは，おそ

らく80年代の論争の的であった日本的経営の現地

適応よりも困難であろう。だからこそ今では，日

本企業側だけでなく，現地国の人材にも変化を求

める声が強くなっているところがあるのかもしれ

ない。

 いずれにせよ価値観や認識考え方といった「見

えにくい部分」で現地国の人材と日本人経営者の

双方が歩み寄りをみせないと，日本企業のヒトの

現地化は到底実現できないというところまでは先

行研究で明らかにされている。問題は，次に何を

研究すべきかである。価値観や認識，考え方，し

かも自国文化の影響を受けたそれらの間に隔たり

がある場合は，その隔たりの原因や内容を逐一解

明してもあまり意味はないだろう。原因はよくわ

からないが，とにかく隔たりをなくす，歩み寄り

を可能とさせるために一番良い解決方磨翌ﾍ何なの

かを当事者の立場にたって考えることである。

 この答えは，人によってはコーポレートカル

チャーの共有(安室，1992)，グローバル人材活

用(中村，2005a，2005b:根本，1999)，グロー

バル・イノベーション(古沢，2008)，英語の使

用を含めた内なる国際化(吉原，1989，1996，

2001)なのかもしれない。もちろん著者自身も，

これらが組織体としてみた場合の日本企業の重要

課題であることに異議を挟むつもりはない。しか

し当事者，特に一人一人の日本人経営者の立場か

らすると，これらはあまりにも複雑すぎて，か

えって気を重くさせる，足取りを鈍らせることに

11)この質問に対する回答数は197社で，括弧内の比率もこの数に対してのもの(吉原，1996，p. 183)。

12)この指摘は，社長の現地化に関する近い将来(3年以内)の計画や考え方に対する回答結果も踏まえている。それによれば，

 「現地人社長を実現(増大)することはとくには考えていない」とする意見が最も多くて56％，逆に「現地人社長を実現

 (増大)したい」は28％のみであった(吉原，1996，p. 31)。
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なりうるかもしれない。ましてや日本人経営者な

りの「暗黙のマネジメント」がヒトの現地化の阻

害要因だとすれば，この気の重くなる/足取りを

鈍らせる状況は，ヒトの現地化促進に対してプラ

スに作用することにはならないであろう。なぜな

ら，いくら第三者が口やかましくいっても，本人

にとっては，なかなか変化させづらいのがこの「暗

黙のマネジメント」であり，そのためには，でき

るだけ気の重くなる/足取りを鈍らせるような状

況を回避することが望ましいからである。

 もしかすると当事者の立場にたった一番良い身

近な解決方磨翌ﾍ，現在考えられるオプションのな

かでは逆出向制度かもしれない。OJT目的であろ

うがなかろうが，逆出向制度の中身は，現地国の

人材が日本の本社や事業所に比較的長期にわたっ

て在籍し，職務の一部を実際に担当することであ

る。この過程を通して現地国の人材は，日本企業

のコーポレートカルチャーや経営方針，経営戦略

などを体感し，理解していくことができるかもし

れない。また，仕事を通して彼ら・彼女らど日常

的に接する日本人社員のなかで「確かに言葉の問

題はあるかもしれないが，彼ら・彼女らだって十

分に仕事をこなすことができる」といった認識が

生まれれば，その声がきっかけとなって，吉原が

明らかにしたような日本人経営者(役員)の意見

を変化させていくことにつながっていくかもしれ

ない。もちろん，これとは正反対の結果になりう

る可能性もある。しかし，異なる価値観や認識

考え方が直に触れ合う場や方磨翌ｪまずないとプラ

スの変化もマイナスの変化も生じないだろう。か

つ価値観や認識，考え方といった「見えにくい」

部分，しかも人によっては，その自己変革に明ら

かに抵抗を示すことも十分想定できるだけに，で

きるだけ当事者にとって心理的負担とならないよ

13)既述のように，

 別れ型⊥「ティーチ・イン型」，「順応型」に該当しよう。

うな方磨翌竢黷ｪ望ましい。そうすれば，プラスの

方向への変化も期待できる。このような観点に立

てば逆出向制度は，現在考えられるオプション

のなかでは，当事者の立場にたった一番良い身

近な解決方磨?場ではなかろうか。安室(1992，

pp. 185-187)は，海外派遣者と現地人管理者の「暗

黙のマネジメント」が異なる場合，その理想的な

経営同化のあり方は「交差型」であるとし(図表

4参照)，これを「対話型」とも名付けた。逆出

向制度は，まさに現地国の人材と日本本社にいる

日本人経営者との間の「対話型」ツールとなりう

る可能性がある13)。

 このような逆出向制度の求濫¥/役割は，先行研

究で示された現地国人材の育成，内なる国際化の

促進，多国籍内部労働市場形成への寄与，世界主

義的経営理念の共有，本国人との間の相互影響や

相互学習・三三などにおいて，まったく意図され

ていなかったわけではないだろう。しかし，価値

観や認識，考え方といった「見えにくい部分」で

現地国の人材と日本人経営者の双方が歩み寄りを

みせないとヒトの現地化は実現できない，そのた

めには何が一番良い方磨翌ﾈのかを「当事者の立場

にたって考える」という視点が強く意識されてい

なかったために，それほど高い評価は，逆出向制

度に与えられていなかったように思われる。極端

な言い方をすれば，逆出向制度は，ヒトの現地化

を促すためのツールのひとつにすぎないといった

感じの位置付けであった。しかも，現在では，他

の海外子会社や本国親会社においても現地国の人

材を活かすというグローバル人材活用論が主流と

なってきたために，かえって逆出向制度と海外子

会社レベルにおけるヒトの現地化促進との関連性

は，弱くなっているところがある。

もちろんそうならない可能性も否定できない。安室(1992，pp. 185-187)の類型に従えば，これらは「物



一 162 一 (224) 東亜経済研究 第67巻 第2号

図表4 経営同化の4つのタイプ

経営同化のタイプ 理解の方向性

物別れ型

eィーチ・イン型

㊨梃^
�ｷ型

E ← → L
d → → L
d ← ← L
d → ←  L

E:海外派遣社員(Expatriates)， L:現地管理者(Local
managers)

出所:安室(1992)p. 186。

 しかし，である。逆出向制度はジレンマを抱え

ている。前節で明らかにした通り，逆出向制度が

注目されて20年以上が経過しているが，これを導

入する日本企業は，当初期待されたほどには増え

ていない。したがって，同制度導入の動きを今後

加速させていくためには，根本(1995，p. 5)が

指摘したように個別企業の事例研究を積み重ねて

いく必要がある。しかも，先行研究にありがちな

逆出向制度に先駆的な企業の事例をごく簡単に紹

介するだけではあまり意味がない。むしろ最近，

逆出向制度を開始し，今後その本格展開を迎えて

いきそうな企業の事例をできるだけ丹念に紹介し

ていくことが望ましい。そうすれば，いまだ未導

入の日本企業に対しても，より身近な例として有

益なメッセージや教訓を残せるかもしれない。次

節は，こうした日本企業の事例紹介である。

1＞ 事例研究

 この会社は，日本を代表する大手電求翼＝[カー

の子会社で，海外に100近くの連結対象子会社を

有する。同社は，2007年2月より，日本勤務制度

を発足させた。

 この日本勤務制度は，いわゆる逆出向制度のこ

とである。冒頭でも述べた通り，この会社では

「逆」という表現は，本国親会社の視点で表現し

たものであり，海外子会社の側やグローバルな観

点からすれば，あまり適切な表現ではないとの考

えから「海外連結会社で採用した社員の日本勤務

制度」あるいは簡潔に「日本勤務制度」と呼んで

いる。以下においても，先行研究や一般論につい

て述べている場合は「逆出向制度」と表現するこ

ともあるが，この会社の同制度に関しては，すべ

て「日本勤務制度」で統一していく。

 著者は，この実質的な企画立案を行ったワーキ

ンググループのリーダーにインタビュー調査を

行った。以下は，特に注記がない限り，この時の

話の内容とその際に提供してくださった会社資料

にもとづいている。

背景・理由

 日本勤務制度を発足させることになった一番の

きっかけは，2000年代半ば頃より同社の社長がダ

イバーシティ・マネジメントを推進していくとの

方針を打ち出すようになったことである。これを

受けて本社人事部も2006年にダイバーシティ・マ

ネジメント関連の施策を実施していくとの方針を

打ち出すが，そのうちのひとつが「いかにして海

外の社員と日本人社員の交流を促していくか」で

あった。

 なぜ「海外の社員と日本人社員の交流促進」を

本社人事部がダイバーシティ・マネジメント関連

施策のひとつとして打ち出したのかといえば，既

に海外売上高を年率8％以上で拡大させていくと

いう中長期的目標が打ち出されていたからであ

る。しかも，これには，人員をほとんど増やさな

いという基本方針がともなった。つまり，日本人

の海外派遣を増やすことは難しい，かといって現

地の人材の増加もあまり見込めないという状況の

なかで，年率8％以上の海外売上高増を実現して

いかなければならなかったのである。そのために

も「海外の社員と日本人社員の交流促進」が喫緊
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の課題として認識されたのである。

 ただし，具体的にどのような手段で「海外の社

員と日本人社員の交流促進」を実現していくかま

では，本社人事部の方針に示されていなかった。

ワーキンググループの結成

 この具体的手段を企画立案する部隊としてワー

キンググループが結成された。そのリーダーに任

命されたのがM氏である。

 M氏は1991年に入社，7年間の本社人事部勤務

の後，ある事業本部のタイ工場に派遣され，ここ

で約3年間半，人事を担当する。彼は「自らのキャ

リア開発計画は自分で描かないといけない」とい

う考えの持ち主で，過去を含めて人事部スタッフ

の海外派遣がほとんどないなか，自ら海外勤務を

希望したという。その彼が帰国後，国内工場で人

事を担当していた時にワーキンググループのリー一一・・

ダーとして白羽の矢が立ったのである。彼は，本

社人事部との相談の上，他のワークキンググルー

プのメンバー3名を選出した。1人は本社人事部

で国際人事を担当，あとの2名は事業本部の本部

人事担当と事業戦略企画担当であった。

理想とする海外子会社像14＞

 ほぼ人員増なしでの年率8％以上に及ぶ海外売

上高の拡大は，生産性の向上が必要であることを

意味していた。M氏を中心としたワーキンググ

ループのメンバー4人は，生産性向上のために今

後，海外子会社をどのように育てていかなければ

ならないのかを検討する。この答えとして出てき

た2つのキーワードが「自走力」と「グループ連

携力」であった。「自走力」とは，国際経営論の

領域でいう「現地化」と「現地適応」，「グループ

連携力」とは「グローバル統合」や「グローバル

連携」およびその基礎となる「コミュニケーショ

ンカ」のことを指す。そして，この双方を兼ね備

えた人材(連結基幹人材)を現地社員のなかから

育てていかなければならないことをワーキンググ

ループの共通認識とするとともに，「自走力」と「グ

ループ連携力」のそれぞれにおいて求められる要

件を図表5のように整理した。

 ワーキンググループのメンバーは「自走力」と

          図表5 連結基幹人材に求められる要件

く連携力＝コミュニケーションカ〉           〈自走力＝現地化〉

・自らを多国籍企業グループの

一員と認識

・グループにおける自社のポジ

ションを認識

・グループ戦略を自社戦略に落

とし込める

・グループ内ネットワークが形

成できている

    l l i
  グループのキーマン

十

・自社を引っ張っていく責任を

自覚

・社内組織を理解し、自身のポ

ジションを認識

・自社を取り巻く事業環境から

自社戦略を描くことができる

・社内コミュニケーションに長

け社員から人望がある

    1 ; 1

  連結会社のキーマン

出所:会社資料の図を参考に著者が作成。

14)より具体的には連結対象の海外子会社。社内資料でも「海外連結会社」という言葉が用いられているが，ここでは便宜上，

 海外子会社と表現する。
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図表6 連結基幹人材の育成計画

2007 2008 2009 2010 計

日本勤務度 2 2 3 3 10

日本トレーニー制度 2 2 3 3 10

出所:会社資料より。

「グループ連携力」を兼ね備えた人材を計画的・

組織的に育成・確保していくために次のような目

標を設定する。すなわち2010年までに「連結基幹

人材」を現地社員のなかから最低限20人育てる(図

表6参照)。と同時に日本からの海外派遣者も大

幅に減らしていく。

代替案の比較評価

 ワーキンググループのメンバーは，「自走力」

と「グループ連携力」を兼ね備えた基幹人材を現

地社員のなかから育成していくための方策を検討

する。その結果として浮び上がったのが「海外子

会社の人事制度見直し(採用・育成)」，日本人派

遣者が行う「現地OJT」，「日本勤務制度」，在日

外国人留学生を国内で採用し，後に海外子会社に

赴任させるという「在日外国人留学生の活用」，

日本国内で行う「日本トレーニー制度」，「現地社

員の日本語力強化」の6つの代替案であった。そ

して，これらを「自走力」，「連携力」，「実現性」，「コ

スト」，「モラール」の5つの側面から比較評価し

た。この結果を示したのが図表7である。

 それが示す通り，「海外子会社の人事制度見直

し(採用・育成)」は，あまり費用がかからない

という点では高評価を与えることができたが，「連

携力」および「モラール」の点では魅力的でなかっ

た。日本人派遣者が行う「現地OJT」は，実現し

やすいという利点はあったものの，「コスト」お

よび「モラール」の面で魅力に欠けた。「在日外

国人留学生の活用」は，「自走力」，「連携力」，「実

現性」，「コスト」において中程度の評価，「モラー

ル」の側面では低評価であった。「現地社員の日

本語力強化」は，一見すると「連携力」を高めそ

うに思われるが，実際には中程度の評価で，その

割にはコストがかかり，「自走力」や「モラール」

の面でも魅力が薄かった。

 最も高い評価を得たのは「日本勤務制度」，次

いで「日本トレーニー制度」であった。「日本勤

務制度」は，コストがかかるという側面はあった

が，「自走力」，「連携力」，「実現性」，「モラール」

のすべておいて高評価を与えることができた。「日

本トレーニー制度」は，「自走力」ではやや魅力

に欠ける面もあったが，「連携力」と「実現性」

では高評価，「コスト」と「モラール」において

も中程度の評価であった。

 以上の結果は，ワーキンググループ・メンバー

の主観によるものであり，他の人が判断すれば

違った結果となったのかもしれない。しかし，い

ずれにしても，こうした代替案の比較評価をへて

日本勤務制度と日本トレーニー制度が，「自走力」

と「グループ連携力」を兼ね備えた基幹人材を現

地社員のなかから育成していくための方策として

選択されたのである。
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図表7 代替案の比較評価

        項目
綠

自走力 連携力 実現性 コスト モラール 総合評価

海外子会社の人事制度見

ｼし(採用・育成)
○ △ ○ ◎ △ ○

現地OJT △ ○ ◎ △ △ △

日本勤務制度 ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎

在日外国人留学生の活用 ○ ○ ○ ○ △ ○

日本トレーニー制度 △ ◎ ◎ ○ ○ ○

現地社員の日本語力強化 △ ○ ，○ △ △ △

  効果  ◎:大  ○:中  △:小  ×:無し

出所:会社資料より。なお，許可を得た上で，方策の表現を本論文用に変更しているところがあるが，内容は同じである。

なぜ日本勤務制度と日本トレーニー制度なのか

 では，なぜワーキンググループのメンバーは，

日本勤務制度と日本トレーニー制度に高評価を与

えたのだろうか。その背後にある基本的な要因と

は一体何であったのかをここで少し考えてみた

い。

 「いかにして海外の社員と日本人社員の交流を

促していくか」。この点について検討することが

本社人事部から与えられたワーキンググループの

基本使命・課題であったことは，もちろん関係し

ていよう。他の代替案は，たとえすべての海外子

会社においてではないとしても，多かれ少なかれ

既に実施されていたが，日本勤務制度と日本ト

レーニー制度に関しては，まったくの手付かずで

あった。しかも直接の競合相手を含めて他の日本

企業においては，既にこれらの制度を導入してい

るところがある。こうした自社の現状と他の日本

企業の動きも影響しているのかもしれない。

 しかし，著者自身は，ワーキンググループのリー

ダーM氏の経験が強く作用したのではないかと

思っている。既述の通り，彼は，人事部スタッフ

の海外派遣がほとんどないなか，自ら希望して海

外工場への派遣を希望した。また帰国にあたって

も，派遣前の本社人事部ではなく工場人事を希望

した。こうした現場を知っている/現場を知りた

いという彼の強みと志向性が日本勤務制度と日本

トレv一一ニー制度の高評価を生み出す原動力となっ

たのではなかろうか。彼は，次のようにコメント

している。「いままでは，現地の人たちは，日本

側と日本人を介したコミュニケーションをしてま

した。日本人出向者がいて，現地の人たちは，日

本人にいろいろ相談したりするわけです。すると

日本人出向者が問に入って，日本側といろいろ交

渉してくれる。そういうことではなく，現地の人

が直接日本側とやり取りしてくれたら，ほんとは

一番いい。ダイレクトコミュニケーションできる

ような状態にもっていきたかったのです」。「語弊

はあるかもしれませんが，設備の動かし方とかメ

ンテナンスの仕方とか，そういうことを教える研

修はもういいと。そうじやなく，実際に日本に来

てもらって，日本の給料を払い，日本人と同じよ

うに仕事をしてくれるレベルの人材を送り込んで

ほしい。それで，私たちは，日本人のマネジメン

トスタイル，商品や技術の最新専門知識仕事の

仕方なりを教えて送り返すので，その人が将来の

現地会社の幹部になってほしいと思います」。

 先の代替案の比較評価についても彼は，次のよ

うに述べている。「それぞれ一長一短はあります。
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でも，本格的に人を育てるということを考えるの

であれば，これはもう一緒になってわれわれと働

くしかないのではないでしょうか」。

 かつて安室(1992，pp. 126-127)は，人事・教

育担当以外はすべて現地化しているシンガポール

IBMを例に，コーポレートカルチャー共有のため

には本国人を海外子会社の人事担当として送り込

む必要性があると指摘し，「現地従業員の人事管

理は現地人に任せた方が良い」(p. 127)という日

本企業の常識に疑問を呈した。文脈は違うが，逆

出向制度論やグローバル人材活用論についても同

じことがいえるのではなかろうか。これらは，本

国親会社の人事制度見直しにかかわるだけに，ま

ずは本国の人事部スタッフが海外の現場を熟知し

ている必要がある。そのためには海外派遣が最適

である。

制度の位置付け

 話を戻そう。ワーキンググループのメンバーは，

自分たちで選択した日本勤務制度と日本トレー

ニー制度の制度的位置付けを明確にする。日本勤

務制度の目的・狙いは「出向会社(本国親会社)

の本来業務に従事⊥「現地キーマン育成による現

地化の加速」，「幹部候補として視野見識の拡大」，

「社内外のネットワーク構築」，「内なる国際化の

促進⊥「優秀人材の日本での掌握」とし，滞在期

間は半年から3年の間とした。日本トレーニー制

度は「現地中堅社員と日本人社員の異文化交流」，

「業務知識の拡充」，「社内外のネットワーク構築」，

「内なる国際化の促進」，「海外異文化体験および

コミュニケーション力強化」を目的・狙いとし，

1ヶ月から6ヶ月の滞在期間とした。

 図表8は，既存の制度/プログラムと日本勤務

制度，日本トレーニー制度の相対的関係をイメー

ジした図である。これが示す通り，役員を含むトッ

プレベルの海外人材に対しては，海外会社幹部社

員研修やグローバル会議を通して既に日本人社員

との交流が行われていたし，現場の若手リーダー

やワーカークラスの人材に対しても，海外子会社

レベルにおける現地研修を通して日本人派遣者と

の交流が行われていた。空白であったのは中堅層

を対象としたものであり，それを埋め合わせるの

が日本勤務制度と日本トレーニー制度であった。

具体的には日本勤務制度は，中間管理者とその候

補者(勤続1年以上)，年齢にして20代後半から

40歳ぐらいまでの人材，日本トレーニー制度は，

ローワーレベルの管理者やスタッフで20代後半か

ら30代前半の人材を対象にすると設定した。

図表8 日本勤務制度と日本トレーニー制度の相対的位置付けイメージ

年齢 対象 階層・交流中心 業務中心

Director

fM
海外会社幹部社員研修

＠グローバル会議40～50

R0～40
Mgr

新驚基本勤務制装憂  、

Supervisor

rtaff 綴懲度 AOTS等(従来通り)

25～35
Leader

vorker
現地会社研修

出所:会社資料より。
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 ちなみに図表8にあるAOTSとは，経済産業省

所管の財団磨乱l海外技術者研修協会が実施してい

る「経済産業人材育成支援研修事業」を利用した

もので15)，海外に進出している日本の製造企業の

多くが，この制度のもと開発途上国にある海外子

会社の技術者を日本の現場に送り込んで研修を受

けさせているという。この会社も，一度にそれほ

ど多くの人数を受け入れているわけではないが，

この制度を利用して開発途上国にある海外子会社

の技術者研修を日本国内で実施しているという。

制度の詳細設計

 ワーキンググループのメンバーは，逆出向制度

を既に導入している他の日本企業にヒアリング調

査も行ったが，それでも制度の詳細設計は，初の

試みということもあって難しかったという。この

詳細設計は，社外秘にかかわる部分もあるので，

以下では幾つかのポイントに絞って紹介しよう。

1)コンプライアンス

 外国人の受け入れば，在留資格の遵守と表裏

一体の問題でもある。同様に日本勤務制度や日

本トレーニー制度を設計する際にも，自社の

ニーズだけでなく，それと在留資格条件との適

合性をまず確認することが出発点となる。例え

ば，日本勤務制度の場合，「企業内転勤」，学歴

や実務経験年数によっては「技術」や「人文知

識・国際業務」資格も取得可能なようであるが，

いずれも就労が可能で3年または1年の在留期

間，日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

を受けること，家族帯同可(家族滞在ビザの発

行)などと磨欄Iに決められている。これに対し，

研修のみを目的とするトレーニー制度の場合は

「研修」資格となろう。この場合は就労不可，よっ

て就労の対価と認定されうるような報酬を支給

/受給できない(渡航費や滞在費等は可)，1

年または6ヶ月の在留期間，家族帯同不可(短

期ビザで一時的に家族を呼び寄せることはでき

的条件がともなっている16)。

 ワーキンググループのメンバーも在留資格の

遵守には細心の注意を払った。例えば，日本勤

務制度の対象者を中間管理職とその候補者で

「勤続1年以上」としたのも「企業内転勤」資

格条件のひとつは，学歴を問わず，出向直前ま

で海外事業所において1年以上継続して勤務し

ていることであったからである17)。日本トレー

ニー制度の対象者は，日本人社員との異文化交

流や業務知識拡充といった研修を目的としてい

たので「研修」資格とした。

2)事前研修

  本国人を海外派遣する際に事前研修が必要な

 ように海外から人材を受け入れる場合も事前研

修が必要であろう。同社の場合，日本勤務制度

該当者の出向前語学研修費を補助(出向元負担)

 し，事前視氏翌�ﾂ能とした(出向元が往復旅費

 を全額支給)。日本トレーニー制度の対象者は，

15)「経済産業人材育成支援研修事業」には，日本国内で行う「受入研修」のほかに日本から講師を派遣して現地で行う「海

 外研修」，および高速情報ネットワークを使った「遠隔研修」の3つがあり，ODAによる補助金の適用がある。また「受

 入研修」には「技術研修」と「管理研修」の2つの形態があり，実際に日本企業の生産現場で実施研修が行われるのは

 「技術研修」のみ(ただし，この実地研修の前にAOTSの研修センターで「一般研修」を受ける)，「管理研修」はAOTS

 の研修センターでOFF・JT形式の集団研修を受ける形態のようである。詳しくは， AOTSのインターネット・ウェブサイ

  ト(http://www. aots. or. jp/index2. html)を参照されたい。

16)これら在留資格に関しては，次のインターネット・ウェブサイト情報を参考にした。http://www. tfemploy. gojp/jp/

 data/reside. html， http://www. lawyersjapan. com/index. htmlo

17)ただし，この出向前の業務は「技術」または「人文知識・国際業務」資格に定められた活動でないといけない。これは，

  日本国内において従事する業務についてもあてはまる。手塚(1999)によれば，この規定は「低賃金労働者の企業内転

 勤を偽装した入国を防ぐことがその趣旨である」(p. 48)という。
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そもそも研修を目的に来日するので，特段の事

前研修を制度化することはなかった。

3)家族支援

  既述の通り，「研修」資格では，家族帯同が

認められていない(家族滞在ビザ発行不可)18)。

 同社の日本トレーニー制度対象者は，この「研

修」資格保持者にあたるので家族帯同は不可，

 よって家族支援もとりたてて必要はない。家族

支援が必要となるのは，家族帯同が可能な日本

勤務制度対象者である。

  同社の場合，帯同家族に対しても出向前語学

研修費補助を可能とする(出向元負担)，保育

園から高校までに該当する子女の教育費負担

 (出向先負担)，帯同家族数に応じて国内転勤者

 と同様の条件で社宅を提供，会社側の交通費負

担で家族も年に1回の一時帰国が可能(出向先

負担)，帯同家族の健康診断費も会社負担とす

る，などを用意した。

  なお，社員の転勤にともなって配偶者が仕事

を辞めざるを得ない場合，転勤先における配偶

者の新たな職探しを組織的に支援する動きが欧

米企業を中心に始まっているが(キャタリスト，

1999，pp. 171-192:バク，2002， pp. 108。111)，

 日本の磨乱ｧ度では「家族滞在」資格者の就労は，

資格外活動許可を得えない限り認められていな

い19)。よって日本企業が逆出向者の帯同家族支

援に仕事面のそれを積極的に含めることは，現

実的にはなかなか難しい側面があると思われ

る。

4)指揮命令系統

 出向について直接定めた磨覧･はなく，会社

ごとに様々な意味で使われているようである

が20)，弁護士の安西(2008)は，出向を「出向

先企業の従業員たる地位をも取得し，出向先の

労務管理・人事管理に服し，その指揮命令に従っ

て労務を出向先に提供するもの」(p. 93)と解

説している。これは，出向元に籍を残す「在籍

出向」について解説した文章であるが，籍を残

さない，つまり出向元を退職する「転籍出向」

の場合も当然，出向先の指揮命令に従うことに

なる。

 同様に同社の日本勤務制度は，』海外子会社に

籍を残したままではあるが(在籍出向)，日本

勤務期間中は本国親会社の一員として日本人と

同じように仕事を行うことを目的としていたの

で，指揮命令系統の基本は，本国親会社の所属

長にあることとした。他方で日本トレーニー制

度の場合は，本国親会社において研修を受ける

だけであり，形としては少し長めの出張で本国

親会社に来ているようなものであった。した

がって指示命令系統も海外子会社の長にあると

した。

 ただし，いずれの場合も，在留中に解雇・懲

罰に相当するような問題が発生した場合には，

海外子会社と本国親会社が相談して処分を決定

することにした。

5)給与体系と費用負担

 既述の通り「研修」の在留資格者に対して，

就労の対価に相当するような報酬を支給するこ

 とは，磨欄Iに認められていない。よって同社の

 日本トレーニー制度においても海外子会社の給

18)入管磨酪繧ﾅは「研修」の在留資格を有する者の扶養を受けている配偶者や子どもに対しても「家族滞在」資格が与えら

 れるとなっているが，磨蘭ｱ省令で許可していないようである。詳しくは，http://wwwユawyersjapan. com/index。htmlを参

 照されたい。
19)http://www. lawyersjapan. com/index. htm1を参照。

20)http://www. tabisland. nejp/explain/shukko/shuk」＿1. htmおよびhttp://www. asahi-net. or. jp/～RBIS-WKT/qa2200. htmを

 参照。
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与体系をそのまま引き継ぐことが原則となる。

つまり，海外子会社が在日研修期間中の給与を

支払い，あとは研修に付随する諸費用を海外子

会社と本国親会社の問でいかに分担しあうかの

問題となる。

 給与体系が問題となるのは日本勤務制度であ

る。既述の通り「企業内転勤」，「技術」，「人文

知識・国際業務」資格のいずれにおいても，外

国人に対して日本人と同等額以上の報酬を与え

ることが磨欄Iには求められている。よって日本

勤務制度の場合は，まずはいかにしてこの磨欄I

要求に近づけるかが問題となろう。

 同社の場合は，いわゆる購買力補償方式でこ

の要求に近づけた。具体的には現地給与に，日

本勤務制度該当者が日本で現地と同等レベルの

生活を送るための購買力補填分を日本側給与と

して加算した。ちなみに同社では，日本人を海

外に派遣する際にもこの購買力補償方式を用い

ているが，それとまったく逆の手続きを日本勤

務制度にも採用したのである。それでも日本人

を海外派遣するよりも，日本勤務制度該当者の

給与は，国や為替レートによって違いはあるも

のの2倍から3倍ぐらいのコストダウンになる

とのことであった21)。

 福利厚生を含めて海外子会社と本国親会社間

の費用負担関係のあらましは，図表9の通りで

ある。なお，図表9にある本国とは，日本勤務

制度対象者にとっての本国，すなわち現地国の

ことである。

制度の運用

 以上，制度の詳細を幾つか紹介してきたが，こ

れら以外にも誰をどの部署でどのような業務で受

け入れるのか，など検討すべき事項はたくさんあ

る。これらの遂行の仕方は，実際の運営過程でよ

り精緻なもの，より優れたものへと変化していく

可能性があるので，ここでは制度の設計よりも運

用として述べていく。

 なお，日本トレーニー制度の運用については，

正確に調査できていないところがあるので，以下

の内容は，(共通するところもあるかもしれない

が)基本的には日本勤務制度に限定したものと理

解していただきたい。また，同制度がスタートし

てから1年ぐらいが経過した時点までのことであ

る。

1)人選

  日本勤務制度の候補者選びは，本社から国内

の各本部・事業部を経由して，海外子会社に同

制度について情報発信をし，これを受けた海外

子会社から候補者を推薦してもらうという形を

 とったが，実際には以前から「本国親会社に人

材を出向させたいが，何かそのような仕組みは

ないか」といったニーズが一部の海外子会社か

らあがっていたので，少なくともスタート時は，

それほど大々的に情報発信する必要はなかった

という。既にあがってきていた海外子会社から

の要請を個々に検討していったというのが実態

に近かった。

図表9 費用負担関係

日本勤務制度(逆出向制度) 日本トレ由仁ー制度

日本側:日本給与，社宅，福利厚生費等

{国側:現地給与等

日本側:社宅，福利厚生費二

{国側:現地給与・出張手当等

     出所:会社資料より

21)なお，この場合の日本人海外派遣者給与は，単身赴任を想定したものであり，家族帯同の場合は，

  ウンとなる可能性がある。

これ以上のコストダ
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 この人選過程において極めて重要な役割をは

たしたのは，実は海外子会社の最高責任者で

あった。最終的には本国親会社側との調整，具

体的にはあらかじめ計画していた受け入れ枠

(人数)におさまるかどうかという点と実際に

受け入れ可能な部署があるかどうかとの兼ね合

いで日本勤務制度該当者は決定されたが，候補

者自体を選ぶ責任は，海外子会社の最高責任者

にあった。また，推薦者が実際に選考された場

合，出向指示命令を出すのも海外子会社の最高

責任者であった。したがって，海外子会社の最

高責任者は，推薦者が日本勤務制度対象者とし

て相応しい要件，例えば，上述の勤続年数や年

齢，さらには「基本的業務スキル」，「異文化適

応力」，「将来の幹部に育つ可能性」などを備え

ているかどうかを検討することはもちろん，日

本勤務にあたっての期待や帰国後のポスト・賃

金などについて，事前に推薦者と十分に話し

合っておく必要があった。もちろん，こうした

推薦者との問の調整だけでなく，当該人材が不

在の問の職務的対応をどうするのかも海外子会

社の最高責任者は事前に考えておかなければな

らなかった。

 本国親会社の側も，こうした海外子会社側の

事前調整が十分に行われているのかどうかも踏

まえた上で人選を行ったという。

2)受け入れ部署

  受け入れ部署は，海外子会社最高責任者から

 の候補者情報をもとに主管事業本部が国内の各

関係部署に打診する形で決めていった。その結

果，日本勤務制度開始1年目(2007年)は，あ

る事業本部のマーケティング部に韓国から1名

(1年任期)，本社磨蘭ｱ部に中国から1名(2年

任期)，計2名を予定していた計画人数(図表

6参照)通りに受け入れた。なお，著者がイン

タビュー調査した時は，ちょうど韓国からの1

名が予定の任期を終えて帰国し，新たな人材1

名が同じく韓国からある事業本部のマーケティ

ング部に着任したばかりの頃であった。さらに，

近いうちに同じく韓国から商品開発を担当する

人材1名を国内工場で受け入れるとのことで，

この2名は2年目の計画人数2名に該当する。

 1年目に韓国から受け入れた人材は，日本勤

務期間中に所属することとなった事業本部管轄

の韓国販売会社において販売課長を担当してい

た。中国から受け入れた人材は，中国現地磨乱l

の磨蘭ｱにおいて日中間の商取引に関する契約を

担当しており，日本の磨覧･について学ぶことを

ミッションにしていた。つまり，受け入れ部署

は，日本勤務制度該当者の組織的・業務的関連

性に応じたものであったといえる。これは，海

外子会社にまず候補者を推薦してもらったとい

うこの会社の人選プロセスからすれば，自ずと

このような配属の仕方になるのかもしれない

し，コンプライアンスの側面も影響しているか

もしれないee)。

3)担当業務

  受け入れ部署が決まっても，実際にどのよう

な業務を担当してもらうかを決めることは非常

に難しい。しかも，この会社の場合，たんに海

外の社員と日本人社員が日本において一緒に働

 くという，場合によっては美辞麗句だけに終わ

るかもしれない日本勤務制度ではなく，「日本

人がやっていた仕事を一人の日本人の代わりと

22)コンプライアンスの側面は，あくまでも著者の推測である。専門外なのではっきりとしたことはいえないが，「企業内転勤」，

 「技術」，「人文知識・国際業務」の在留資格では，日本において従事する業務と在留前の教育専攻分野や業務内容との関

 連性を求めているようである。よってt少なくとも入国時には，こうした業務的関連，したがって自ずと組織的関連の

 ある受け入れ部署への配属にしておかないと，ビザが発行されにくい可能性があるのかもしれない。
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してやってほしい」という実態をともなった制

度導入を目指していたので，この作業は，なお

さら難しかったであったろう。インタビューで

も，受け入れ部門の人事と職場の長が話し合っ

て決めたが，実際には「ケース・バイ・ケース

で対処していくしかない」とのことであった。

 よって，ここでは詳しい話を聞けた韓国から

の人材のケースを紹介したい。既述の通り，こ

の人は，もともとはある事業本部管轄の韓国販

売会社において販売課長を担当しており，日本

勤務期間中は同本部のマーケティング部配属と

なった。ここで彼は，主に次の2つの仕事を担

当した。ひとつは，韓国販売会社と国内工場の

間に入り，受注量の伝達や出荷・納期管理など

韓国向け輸出の関連業務を担当することであっ

た。この仕事は，もともとは日本人が担当して

いたが，その彼をシンガポs一・一一ル担当に変更させ

ることで，完全にこの韓国からの人材の担当業

務へと切り替えたのである。

 これは，いままでにあった仕事(ただし日本

人が担当)であるが，もうひとつは，新しく

作った仕事である。「仮に…  」と前置き上

で，次のような例をあげてくれた。韓国大手電

求翼＝[カー，ここに対しては当然，韓国販売会

社が製品の売り込みを行う。しかし，この会社

は，日本市場向けの販売を手掛ける日本磨乱lも

設立している。この日本磨乱lに対しては，韓国

から日本勤務制度で受け入れた人材が製品の売

り込みを行う。つまり，韓国と日本からの顧客

同時アプローチで，これによりグローバル企業

への国境を越えた，まさにシームレスな営業体

制が確立できるのである。

 これは，あくまでも例え話であるが，いずれ

にせよ出向元の韓国販売会社ひいては本国親会

社事業部のためにグローバルな観点から市場拡

大の一翼を担うことが，

あったといえよう。

この新業務の本質で

4)業績評価

  業績評価にも難しい側面がある。比較的長期

にわたって本国親会社に在籍するとはいって

 も，通常は1年から3年ぐらいの間の任期であ

 り，その間を本国親会社の業績評価対象とする

には，あまりにも期間が短すぎるかもしれない。

また，根本が指摘したように若手を中心とし

た「海外子会社のスタッフ，管理者の養成」を

 目的とした逆出向制度を実施している日本企業

はいまだ多いだろう(第2節参照)。この場合，

本国親会社の本社部門や事業部におけるOJTが

同制度の実質的な中身となるが，育成を目的と

 したOJT期間中の海外人材に対して，本国親会

社がどのような業績評価基準を設定すればいい

のかに頭を悩ませる日本企業も多いだろう。あ

るいは，この会社のように「日本人がやってい

た仕事を一人の日本人の代わりとしてやってほ

 しい」という実態をともなった制度導入を目指

 していたとしても，はたして日本人とまったく

同じ条件・視点で業績評価を行っていいのかど

うか，これも判断に迷うところであろう。言葉

の問題もあるだろうし，日本人と同じように融

通性のある職務行動をとれないかもしれない。

かといって日本勤務制度該当者は，内なる国際

化の促進という日本人には到底実現できない期

待も背負っている。

 この会社でも，日本勤務期間中の使命(ミッ

ション)を本国親会社と海外子会社がともに整

合・確認した上で，制度該当者の日本における

業績目標を設定する必要があるが，具体的な運

営の仕方に関しては，試行錯誤の段階にあると

のことであった。また，仮に日本勤務中の業績



一 172 一 (234) 東亜経済研究 第67巻 第2号

や勤務態度が悪い場合でも，それが配属先所属

長の業績評価にマイナスとして反映されること

はないとのことであった。

5)サポート

  日本人，現地人に関係なく，異国に派遣され

た人材に対して，仕事面・生活面の双方から

様々な組織的支援を行うことが必要となる。海

外派遣に関する既存研究においては，帯同家族

に対する支援の重要性(Hays，1974)，日本人

の海外派遣においてしばしばあがる帰国後の処

遇やキャリア計画についての支援不足(園田，

2001，pp. 27-33)を指摘する声にみられるよう

に，「どのような側面で」この組織的支援が必

要になるのかという点を列挙する傾向が強かっ

たように思われる。しかし，著者自身は，むし

ろ「どのような方磨翌ﾅ」の方が大事だろうと思っ

ている。異国の地で遭遇するトラブルや不安は，

派遣者や帯同家族の異文三三応力，派遣先国/

地域の状況などによって異なるであろうし，ま

 してや「どのような側面で」を強調することは，

たとえそのような研究上の意図がなかったとし

ても，組織的支援の対象となるトラブルや不安

とそうでないものを峻別させてしまうといった

結果を導くことになるかもしれない。だからこ

そ「どのような方磨翌ﾅ」の方が大事だろうと思っ

ている。

  インタビューでは「定期的に懇談の求莱?�ﾝ

けるなど，何か特別な支援をしていますか」と

ワーキンググループのリ■一・一・ダーM氏に尋ねた。

その答えは「特にしていない」とのことであっ

たが，これには次のようなコメントが続いた。

23)ちなみに現在は，本社人事部所属である。

「特別も何も同じ建物，同じフロアーで毎日顔

をあせていますから，そのあたりのことは常に

意識しています」。ちなみにM氏は，ワーキン

ググループのリーダーに任命された時は，工場

人事担当であったが，日本勤務制度開始とほぼ

時を同じくして，韓国からの人材が所属するこ

とになった事業本部の本部人事担当に異動と

なっていた23)。

 ここから著者は，逆出向者の支援は，物理的

に近い場所に支援者が存在し，絶えず気配り/

目配りできる状態を確保することが非常に大事

であろうと判断している。特に仕事面での支援

は，所属部門の長などが代替できるとしても，

生活面での支援では，人事部スタッフによる日

頃の気配り/目配りが欠かせない。この会社に

おいては，以前から本社スタッフ部門だけでな

く，各事業本部，事業本部管轄の各国内工場，

そして国内主要営業所にも人事部や人事スタッ

フが存在した。したがって，日本勤務制度該当

者が国内工場や国内主要営業所の配属になった

としても，人事スタッフによる日常的な気配り

/目配りが可能な体制が既に整えられていると

いえるm)。

 会社によっては，人事部や人事スタッフのい

ない国内部門・職場に逆出向者を配属させるこ

ともあるかもしれない。その場合は，身近にい

る誰かをいわゆるメンターとして支援者に任命

することもできる。いずれにせよ，身近な場所

に支援者が居て，絶えず気配り/目配りできる

体制が必要であろう25)。

24)もちろん，たとえ身近な場所に存在したとしても，人によっては，日本勤務者の支援をきちんと行わないこともありう

  るかもしれない。この場合は，本社や本部レベルの人事マターとして，各日本勤務者の支援状況チェックや過去の事例

 共有化などを組織的に進めていくことが必要であろう。

25)なお，この会社が最初に受け入れた日本勤務制度該当者2名は，ともに単身赴任であったので，帯同家族に対する支援

 は特に必要でなかったが，家族帯同のケースではより一層，身近な場所にいる支援者からの支援が大事となろう。
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日本勤務制度の成果

 では，日本勤務制度の成果，とはいってもこの

場合は日本勤務制度該当者個人のそれよりも組織

的にみた場合の制度的成果のことを指している

が，これを同社はどのように判断しているのであ

ろうか。

 この点に関しては，残念ながら開始してまだ1

年ぐらいしか経過していないこともあって「なん

ともいえない」というのが本音に近いようであっ

たが，それでも以下のような2つの重要な指摘を

受けた。

 ひとつは「このような人材の育成を目的とする

制度は，短期的にみてはいけません。中長期的に

みたら，例えば5年ぐらいしてから，どうだった

のかというのをレビューする必要はあるかもしれ

ませんが」。この指摘は，日本勤務制度の成果を

すぐに求めてはいけないという忠告でもあろう。

制度導入後，しばらくの間は，成果うんぬんより

も制度自体を定着させる，予測し得なかった諸々

の問題を逐一解決していくことにより，今後のス

ムーズな制度運営につなげていくことが肝要なの

であろう。

 もうひとつは，「自走力」に関しては，日本勤

務制度該当者の帰国後の状況を中長期的にフォ

ローアップしていかないと判断しかねるところが

あるが，「グループ連携力」の高まりは実感できる，

より厳密には日本勤務制度該当者が帰国してか

ら，彼を通して海外子会社と本国親会社ないし国

内事業部とのグローバルな連携がしゃすくなった

という指摘である。ワーキンググループ・リーダー

の次の発言が，この点を物語っていよう。「face

to faceで仕事をしたことがある人とそうでない人

では全然，進み方が違います」。「要するに一定期

間，日本に来てもらって“同じ釜の飯を食う”と

いうこと，そういうことをしていかないと本当の

意味での交流，心の通った関係にはなりえないと

いうことではないでしょうか」。

 このコメントは，著者がインタビューした時点

で唯一の帰国者であった韓国からの人材のことを

指している。その彼は「日本語がぺらぺら」だっ

た。著者は「日本語ができるからではないですか」

と念押ししてみたが，言葉の問題ではないという。

やはり「face to faceで仕事をしたことがある」，「同

じ釜の飯を食う」ことから生まれる「心の通った

関係」が大事という。

 この2つ目の指摘は，日本企業の海外子会社レ

ベルにおけるヒトの現地化に対して，逆出向制度

が非常に有効であるかもしれないことを示してい

る。吉原が明らかにしように現地国の人材を海外

子会社の社長にすると「日本の親会社との関係が

うまくいかない」，「日本人出向社員との関係に問

題が生じる」，「日本の親会社の方針や戦略にした

がわないことがある」といった点を懸念する日本

企業は多い。こうした懸念は，逆出向者とのface

to faceの仕事を通して，徐々に解消されていくか

もしれない。あるいは，安室が指摘した日本企業

なりの「暗黙のマネジメント」とは，先のワーキ

ンググループ・リーダーのコメントに照らし合

わせると「face to faceで仕事をしたことがある」

人材，「同じ釜の飯を食う」ことで「心の通った

関係」が生まれた人材には信頼を寄せ，責任を任

せるということなのかもしれない。だとすれば，

逆出向制度は，日本企業にとって，こうした信頼

のできる「心の通った関係」の人材を現地社員の

なかから生み出す最適な方磨翌ﾅあり，日本企業の

ヒトの現地化促進に貢献することになりうるので

はなかろうか26)。

26)この日本企業なりの「暗黙のマネジメント」が良いのか悪いのかをここで論じるつもりはない。なぜなら今の日本企業

 のヒトの現地化に関する研究に求められていることは，日本的経営や日本企業の体質・性格の良し悪しではなく，当事

 者の立場にたって，一番良い解決方磨翌ﾍ何なのかを考えることであると著者は判断しているからである。
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V 結びにかえて

 日本企業のヒトの現地化に関する先行研究は，

その遅れの原因を模索した上で，それらを取り除

くことを主張するか(典型は日本的経営の現地適

応)，もしくは欧米企業がやっているから日本企

業もそうしなさいと提言するか(典型はグローバ

ル人材活用論)のどちらかのタイプが多かったよ

うに思われる。しかし，学者がこれほど長きにわ

たり，ヒトの現地化の必要性を訴えてきても，な

かなか進展がみられない状況から判断すると，も

う少し当事者の立場にたって，何が一番良い解決

方磨翌ﾈのかを考えることに問題意識をシフトさせ

た方がよいのではなかろうか。医者は，同じ風邪

の症状であっても，大人には苦みのある薬，子供

には甘味成分を加えた粉末薬や液状薬，乳幼児の

場合は免疫力を養うため，あるいは副作用を懸念

して処方薬を出さないことだってある。つまり，

当事者の体質や性格，考え方などにより，真に有

益な解決方磨翌ｪ異なることは当然ありうるのであ

る。

 本論文では，このような問題意識のもと，逆出

向制度に着目してきた。価値観や認識，考え方と

いった「見えにくい」部分で，現地国の人材と日

本人経営者の各々が歩み寄りしないと，日本企業

のヒトの現地化は到底実現できないというところ

までは，先行研究の積重ねで明らかにされてきた。

ならば，まずは異なる価値観や認識考え方が直

に触れ合うことのできる場なり，方磨翌ﾈりを構築

しないといけない。そうしないと互いの歩み寄り

など期待することすらできない。逆出向制度は，

現在考えられるオプションのなかでは，こうした

異なる価値観や認識考え方の直接接触を可能と

させる最適な場・方磨翌ﾅあり，やり方次第では，

互いの歩み寄りを実現できる「対話型」ツールと

なりうる可能性がある(第3節参照)。

 しかし，である。逆出向制度はジレンマを抱え

ていた。この制度が注目されて20年以上が経過し

ているが，これを導入する日本企業は，期待され

たほどには増えていない。しかも，グローバル人

材活用論が台頭してからは，学術面でも逆出向制

度と海外子会社レベルにおけるヒトの現地化促進

との関連性は弱くなってきているところがある

(第2節参照)。

 そこで本論文では，最近，逆出向制度を開始し

たある大手電求翼＝[カーの事例研究を行った。そ

れでみると逆出向制度の導入・実施には，様々な

実務上の難しい課題や問題がともなう。例えば，

外国人の受け入れば在留資格の問題とかかわるだ

けに，磨覧･に関する専門知識とコンプライアンス

が求められる。いくら制度を発足させても，実際

にどれだけ受け入れ可能な部署が存在するかに

よって，自ずと受け入れ可能な逆出向者数にも制

約がかかる。受け入れ可能な部署で，どのような

業務を逆出向者に担当してもらうかを決めること

は，一層難しい。受け入れたからには，身近な場

所に居て，絶えず気配り/目配りできる支援体制

の確立が不可欠である。また，逆出向者が日本人

マネジャーと同じように融通性のある職務行動を

とることができず，彼の下についていた日本人社

員との間で仕事の進め方や考え方の面でやや問題

が発生した時期もこの会社ではあったという。

 それでも逆出向制度により，海外子会社と本国

親会社の間のグローバルな連携や調整がしゃすく

なったとの実感をこの会社は有していた。日本企

業は，海外子会社の社長に現地国の人材を登用す

ると，グローバルな連携や調整がしにくくなるこ

とを懸念して，なかなかヒトの現地化に踏み切れ

ないでいるが，この会社の事例は，逆出向制度に

より，この懸念が和らぐ可能性があることを示し
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ている。

 今後は，他社の経験も含めて，逆出向制度の導

入や実施にはどのような実務上の課題や問題がと

もなうのか，それらをいかにして解決したのか，

海外子会社レベルのヒトの現地化に対して同制度

はどのような成果や効果をもたらすのか，などを

個別事例研究のスタイルで追跡調査していく必要

があろう。そうして知識や情報の共有化が進めば，

いまだ未導入の日本企業にも逆出向制度は広がっ

ていくかもしれない。

 繰り返しになる部分もあるが，最後に以下の2

点を補足して本稿を締めくくりたい。

 第1に逆出向制度は，本国親会社の決断や取り

組み次第であると思われるかもしれない。著者自

身もインタビュー調査をするまでは，そのように

推測していた。しかし，これと同じぐらい重要で

あったのは，海外子会社側の対応や反応であった。

この会社のようにグローバルな事業展開を支える

ための基幹人材を現地社員のなかから育成すべく

逆出向制度を発足させた場合，当然本国親会社と

しては，それなりのキーパーソンを送り込んでほ

しいと海外子会社に要望する。しかし，海外子会

社によっては，そうしたキーパーソンが不在に

なってしまうと，業務に支障が生じることを懸念

するかもしれない。実際この会社においても逆

出向制度の企画立案段階で，海外子会社側の意見

を聞いてみたが，「ぜひ送り込みたい」という意

見がある一方で「それは困る」という声もあった。

 また，実際にキーパーソンが逆出向となった場

合，当該人材が担当していた業務を誰に担当させ

るのか，その担当のさせ方は逆出向者が帰国する

までの一時的なものなのか，それともそうでない

のか，一時的でないとすれば逆出向者が帰国した

時，彼/彼女をどの業務・役職に就けるのか，な

ど事前に調整・対応しなければならない課題は，

本国親会社側だけでなく，海外子会社側にもたく

さんある。

 これは，当然といわれればそれまでであるが，

意外な盲点だとも思われる。例えば，今，主流と

なりつつあるグローバル人材活用論においても，

本国親会社側の決断や取り組み方ばかりに焦点を

あて，海外子会社側の事情や調整・対応の必要性

には，ほとんど目がむけられていないものが結構

多い。本国親会社だけでなく，海外子会社側のこ

ともバランスよく考慮していかないと，どこかで

実態にそぐわない逆出向制度論やグローバル人材

活用論になってしまわないだろうか。

 第2にそもそも逆出向制度によって，ほんとう

に日本企業のヒトの現地化は進むのだろうかとい

う点である。これに関して，吉原(1996，p. 133)

は，逆出向者数と現地人が社長を務める海外子会

社数との間には，統計的に有意な正の相関は見出

されなかったと報告している。つまり，この指摘

に従えば，逆出向制度は，日本企業のヒトの現地

化，特に社長レベルまでの現地化には何の貢献も

はたさないということになってしまう。

 しかし，著者は，次のように考えている。年功

序列的な人事制度の見直し，あるいは世界共通の

人事制度確立といった制度面での対応はもちろ

ん，価値観や認識，考え方といった「見えにくい」

部分においても，現地国の人材と日本人経営者の

各々が歩み寄りをみせないと，日本企業のヒトの

現地化は到底実現できないということは，先行研

究の積重ねで明らかにされてきた。例えば，吉原

が指摘したように現地国の人材は，日本的経営の

制度面に対する不満ばかりを述べるのではなく，

その根本にある原理(従業員主義，リトル・ベー

シックス)を理解する必要があるかもしれないし，

日本という国や社会，日本人に対する尊敬の念も

少しは必要かもしれない。また多国籍企業のメン
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バーの一員である以上は当然，日本本社のコーポ

レートカルチャーやグローバル戦略を十分に理

解・体感しておく必要もあろう(第2節，第3節

参照)。

 他方で日本人経営者は，現地国の人材を社長に

しても海外子会社の業績は良くなるわけではない

と考えているようであるが27)，かといって日本人

にすれば確実に海外子会社の業績が良くなると

断言できるわけでもないだろう。にもかかわらず，

現地国の人材を海外子会社の社長にすると「日本

の親会社との関係がうまくいかない」，「日本人出

向社員との関係に問題が生じる」，「日本の親会社

の方針や戦略にしたがわないことがある」などと

懸念ばかりを表明して，なかなかヒトの現地化に

踏み切れない。おそらく，こうした懸念は，客観

的事実や過去の経験に強固に裏付けられたものと

いうよりも「face to faceで仕事をしたことがある」

人材，「同じ釜の飯を食う」ことで「心の通った

関係」となった人材は信頼することができるし，

責任も任せることができるという日本人経営者な

りの「暗黙のマネジメント」が影響/作用したも

のであろう(第3節，第4節参照)。

 いずれにせよ，現地国の人材と日本人経営者の

各々にある価値観や認識，考え方に変化が生じて，

互いの歩み寄りが可能となるまでには，それなり

の時間がかかるのが普通である。事例研究のコメ

ントでも忠告されていたように逆出向制度の成果

をすぐに求めてはいけない。よって，逆出向制度

と日本企業のヒトの現地化達成状況との間に統計

的に有意な正の相関関係が見出されなかったとし

ても，時期的に早いだけであって，将来は違う結

果が表われるかもしれない。

 もちろん，即時性のある解決策が他に生み出さ

れれば，それはそれで歓迎すべきことではあるが，

少なくとも現時点で考えられるオプションのなか

では，逆出向制度は，時間を要するかもしれない

が，日本企業のヒトの現地化を促す，当事者の立

場にたった最も良い身近な解決方磨翌ﾅはなかろう

か。
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